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介護老人保健施設エスポワール秩父 

（介護予防）短期入所療養介護重要事項説明書 
（２０２４年８月１日現在） 

 

１．施設が提供する（介護予防）短期入所療養介護についての相談・苦情窓口 

・担当者 支援相談課 内海巨史 

・電 話 ０４９４‐２２‐７０２６ 

（受付時間 月～金曜日（祝日除く） 8：30～17：30） 

 

 

２．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・事業者名        介護老人保健施設エスポワール秩父 

・所在地         埼玉県秩父市寺尾２７４４ 

・介護保険指定番号    （介護予防）短期入所療養介護（埼玉県 1154980039 号） 

・通常の送迎の実施地域  秩父郡市（東秩父村を除く） 

 

（２）施設の職員体制 

職種 常勤 非常勤 夜間 業務内容 

管理者 1   総括管理、指導等 

医師 1   診療及び健康管理等 

薬剤師  1  薬剤管理等 

看護職員 
看護師 8  

1 医学的処置等の看護業務等 
准看護師 4  

介護職員 

介護福祉士 26 2 

4 
日常生活全般にわたる介護

業務等 
実務者研修修了者 1  

その他 1 2 

施設キーパー（補助含む）  2  リネン交換、洗濯、清掃等 

支援相談員 4   相談業務等 

リハビリ

職員 

理学療法士 2   
リハビリテーション、機能

訓練等 
作業療法士 4   

言語聴覚士    

管理栄養士 1   栄養管理等 

介護支援専門員 3   
ケアプランの立案等 

（支援相談員と兼務） 

事務職員 4   施設全般の事務業務等 

その他  4  運転、営繕、清掃業務等 
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（３）施設の設備の概要 

定員 100 名  

療養室 

一般棟 

4 人部屋 10 室  

3 人部屋 1 室  

個室 7 室 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｹｱ棟に 5 室あります。 

認知症専門棟 

4 人部屋 10 室  

3 人部屋 1 室  

個室 7 室 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｹｱ棟に 5 室あります。 

診察室 1 室  

機能訓練室 1 室  

談話室 2 室  

食堂 2 室  

浴室 4 室 一般浴槽と特殊浴槽があります。 

家族介護教室 2 室 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｹｱ棟にあります。 

 

 

３．運営方針 

介護保険法等に定める基本方針に則り、ご利用者が可能な限り居宅において、その有する

能力に応じて、自立した生活が営めるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓

練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、療養生活の質の向上及びご

利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的に行います。 

また、要支援状態のご利用者にあっては、日常生活上の支援を行うことで、ご利用者の療

養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もってご利用者の生活機能の維持または

向上を目指します。 

施設内ではご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ったサービス提供

を行います。また、明るく家庭的な雰囲気を有し、ご利用者が「にこやか」で「個性豊かに」

過ごすことができるようなサービスを提供します。懇切丁寧を旨とし、ご利用者やご家族へ

の説明はわかりやすく行い、療養上必要な事項に関しては、ご相談し同意を得ながら実施し

ます。 

また、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村や居宅介護支援事業者、その他保健医療

福祉サービス提供者、地域の団体等と綿密な連携を図り、ご利用者に総合的なサービスが提

供できるように努めます。 

 

 

４．サービス内容 

① 健康管理・看護 

医師が診察を行い、その指示に基づいて処方や健康管理、看護、医療的処置等を行

います。 
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② 食事等 

管理栄養士または栄養士がご利用者の状態に合わせた栄養管理を行います。提供

量、形態、摂食方法も、ご利用者の状態にあわせた形で提供します。なお、おおよそ

の提供時間は以下のとおりです。 

朝食・水分補給   ８時～ 

水分補給     １０時～ 

昼食・水分補給  １２時～ 

おやつ・水分補給 １５時～ 

夕食・水分補給  １８時～ 

2 ヶ月に 1回程度選択できる食事またはおやつを用意し、ご利用者自身が選択した

食事またはおやつを提供させていただきます。 

③ 入浴 

週に最低２回、入浴サービスを行います。一般浴槽の他、特別な介助が必要なご利

用者には特別浴槽での入浴も行います。入浴時のご利用者の状態によっては清拭や

シャワー浴への変更、あるいは入浴中止となる場合があります。 

④ 排泄 

排尿や排便の状態を確認し、ご利用者の状態や排泄パターンにあわせた方法で介

助を行います。 

⑤ 口腔ケア 

毎食後、ご利用者の状態に応じた口腔ケアを行います。また、義歯の管理が必要な

方にも、状態に応じて必要な支援を行います。 

⑥ その他必要な介護 

サービス計画に沿って、着替え、体位変換、シーツ交換、施設内の移動介助等の介

護を行います。 

⑦ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

ご利用者やご家族の状況や意向を踏まえ、多職種で協働して、リハビリテーション

プログラムを作成し、それに沿って機能訓練を実施します。 

担当のリハビリスタッフが週２回程度、個別の身体的訓練、集団作業療法、個別精

神ケア等を実施します。 

⑧ 相談援助 

ご利用者やご家族からの、施設の利用、各種制度の利用、経済的問題、療養上の困

りごと等の相談に応じ、必要な支援を行います。 

⑨ 理美容サービス 

外部の理容師、美容師が施設で理美容（カットのみ）を行います。1回 2,000 円で、

実施した月の利用料と一緒に請求させて頂きます。ご希望がある場合は、契約時にお

申し出いただくか、受付の理美容申込書に必要事項をご記入下さい。 

⑩ 行政手続代行 

負担限度額認定申請等、必要な行政手続きをご家族に代わり、代行いたします。場
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合によっては、市町村に制度適用の問い合わせや手続きを代行いたします。なお、本

サービスの提供は、ご利用者の保険者（介護保険証の発行元）が秩父郡市内（東秩父

村を除く）の方に限らせて頂きます。 

⑪ 送迎 

ご希望の方には、自宅と施設の間の送迎を行います。 

⑫ その他 

上記サービス以外にも、必要なサービスを提供させて頂きます。 

 

 

５．利用の手続き 

（１）利用までの流れ 

① 利用相談、施設見学 

事前にご連絡の上、来所下さい。ご利用者やご家族の状況や意向、これまでの生活

の様子等を伺わせて頂きます。併せて、利用までの流れや手続きの説明、施設内の見

学も行なわせて頂きます。 

② 書類作成、調査 

サービス利用をご希望の場合は、かかりつけ医に診療情報提供書を作成して頂き

ます。診療情報提供書が当方に届いた時点で入所申し込みが完了となります。 

診療情報提供書が届きましたら、事業者の職員がご利用者のもとに訪問して面接

し、状態を確認させて頂きます。 

③ 入所判定会議 

利用相談時の情報、診療情報提供書、面接の情報等を基に、入所判定会議で利用の

要否を判断させて頂きます。入所判定会議は医師、薬剤師、看護・介護職員、理学療

法士・作業療法士または言語聴覚士、管理栄養士または栄養士、支援相談員、介護支

援専門員等の多職種で構成されており、公正中立に判定を行います。 

④ 日程調整 

入所判定会議で利用可能と判断された時点で、利用待機となります。担当の介護支

援専門員を通じて、ご希望の利用日をお伝え下さい。なお、利用日に関しては満床等

の理由により、送迎の時間に関しては人的要因等の理由により、ご希望に添えない場

合がございますので、あらかじめご了承下さい。 

⑤ 利用 

利用日時が決定しましたら、担当の介護支援専門員が毎月計画する居宅サービス

計画書（ケアプラン）に沿って、直接、もしくは送迎により来所頂き、利用となりま

す。退所も、事前にお打ち合わせした日時、方法で退所となります。 

 

（２）契約解除･終了手続き 

① ご利用者やご家族の都合で契約を解除･終了する場合 

サービスの終了を希望する場合は、職員までお申し出ください。 
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② 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約が終了します。 

・ご利用者が更新認定において自立（非該当）と認定され、所定の期間が満了した

場合 

・他の介護保険施設に入所された場合 

・ご利用者が死亡した場合 

③ 事業者から契約を解除･終了する場合 

以下の場合は、事業者が事前に文書で通知した上で、サービスを終了させて頂きま

す。 

・利用者、代理人及び連帯保証人が、契約に定める利用料金を３か月分以上滞納

し、その支払を督促したにもかかわらず２０日間以内に支払われない場合 

・利用者またはその家族等が、事業者またはその職員、他の利用者等に対して、窃

盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程の背信行為または反

社会的行為を行い、信頼関係が破綻したと判断した場合 

・天災、災害、設備の故障その他やむを得ない理由により、事業を休廃止または縮

小する場合 

④ その他 

上記①～③による契約終了の場合であっても、やむを得ない事由等により、ご利用

者やご家族と事業者の双方合意の基、その契約終了日の翌日以降もサービスが利用

できます。この間の処遇については、双方が締結した（介護予防）短期入所療養介護

利用契約を準用するものとしますが、介護保険適用外となるため、その利用に要する

費用は、保険適用部分に関しては 10 割負担相当額、保険外費用に関しては契約書別

紙に定めた額を請求します。 

 

 

６．料金と支払い方法 

① 利用料金 

利用料金については、別紙料金表をご参照下さい。 

② 支払方法 

翌月 10 日頃までに当月分の請求をいたしますので、当該利用月の翌月末までにお

支払い下さい。お支払いいただきますと、領収証を発行します。お支払い方法は、以

下の 3通りがございます。 

（1）指定銀行口座に振込み（手数料はご利用者様負担） 

（2）受付窓口で直接支払い（受付窓口の開設時間は月曜日～土曜日（祝日、年末

年始を除く）8：30～17：30） 

（3）預金口座振替（振替 1回につき手数料 165 円を徴収） 

③ 料金の変更等 

介護保険関係法令の改正等により料金が変更になる場合がございます。この場合
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は通知等でご説明をさせて頂きます。 

 

 

７．施設利用に当たっての留意事項 

・職員一同、事故ゼロを目指し、日々研修・研鑽や対策に取り組んでおりますが、ご利

用者の状態や職員の勤務体制によっては、転倒による骨折、飲み込みがうまくいかな

いことによる肺炎、食物等が詰まる窒息、他利用者とのトラブルによる外傷等の事故

が発生してしまう場合がございます。あらかじめご了承下さい。 

・大雪・積雪、その他の事由によりその日のサービスの提供を中止、もしくは送迎の中止を

する場合は､当日の朝 9時までに連絡させて頂きます。 

・送迎時や入所時に、ご利用者や同居ご家族の健康状態を確認させて頂きます。発熱等の症

状が認められた場合、状態によってはその日の利用をお断りさせて頂く場合がございます

ので、予めご了承ください。 

・専門的な検査や治療が必要と判断された場合、協力医療機関や他の医療機関に受診を

お願いすることがあります。受診の際は、治療方針の決定が行われる場合もあります

ので、原則としてご家族の同行をお願いします。入院治療が必要と判断された場合を

除き、協力医療機関や他の医療機関の医師の指示に基づいて、事業者の医師が投薬を

行います。 

・事業者は医師が配置されている施設ですが、いわゆる老人ホームに類する施設です。

医師は 1 名しかおらず、夜間や土・日曜日、休日を中心に医師が不在の時間帯があり

ます。医師が不在の時間帯に状態が急変した場合は、まずは看護職員が対応させて頂

き、ご相談の上、その後の対応を決めさせて頂きます。夜間に心肺停止した場合は、翌

朝医師が診断をさせて頂く場合がございます。ご了承頂きますようお願いいたします。 

・施設は閉鎖的な環境になりがちなため、面会にぜひ起こし下さい。面会時間は 8：30～

17：30 です。緊急時等の場合はこの限りではありません。正面玄関が閉まっている場

合には、玄関左側のインターフォンをご利用下さい。面会の際には受付に面会票がご

ざいますので、来所の際とお帰りの際に面会票に必要事項をご記入ください。 

なお、面会は、ご本人の判断、医師の判断、感染症の蔓延状況等によって制限をさ

せて頂きますので、予めご了承ください。面会の状況はホームページや「メールでお

知らせ」サービス等でご案内しますので、是非ご活用ください。 

・差し入れをお持ちになった際は、必ず職員にお声掛け下さい。なお、食べ物の差し入

れは面会中にご利用者が食べきれるだけの量をお持ち頂き、食べきれなかった分やゴ

ミはお持ち帰り下さい。飲み込む力が弱くなっているご利用者や食事制限のあるご利

用者もいらっしゃいますので、他のご利用者への差し入れやおすそ分けはご遠慮下さ

い。 

・ご利用者、ご家族同士の金品のやり取りは禁止させて頂きます。 

・外出は、体調が悪い場合を除いて随時可能です。必ず契約代理人の了解の基、行って

下さい。ご希望の日程・行き先等が決まりましたら事前に職員にお知らせ下さい。 
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なお、外出中に体調が悪くなった場合は、他の医療機関を受診する前に必ず事業者に

ご連絡下さい。 

外出から戻られた場合は、職員にお声掛け頂き、外出中の様子等をお知らせ下さい。 

なお、外出は、感染症の蔓延状況等によって制限をさせて頂きますので、予めご了

承ください。 

・施設内の死角を少なくするためホールや廊下等に監視カメラを設置しており、映像は

介護ステーション内のモニターに映し出されます。あらかじめご了承下さい。 

・飲酒や喫煙は、ご利用者の状態を基に、総合的に判断させて頂きます。ご希望のある

方は事前にお申し出下さい。 

・火気の取扱いは原則として禁止させて頂きます。 

・施設内の設備や備品は、自由にご利用いただけますが、ご利用者の心身の状態に応じ

て、制限をさせて頂く場合がございます。 

・ペットや危険物、療養の妨げとなるものの持ち込みは、制限をさせて頂く場合がござ

います。また、金銭や貴重品は、原則ご利用者の自己管理とさせて頂きます。紛失や破

損、盗難等が発生した場合においても、事業者は一切の責任を負いかねますので、あ

らかじめご了承下さい。 

・施設に洗濯を依頼する場合は、外部業者に洗濯を委託するため、痛みやすい生地、縮

みやすい生地、色落ちしやすい生地などはお避け下さい。また、紛失する可能性もあ

りますので、あらかじめご了承下さい。 

・営利行為や布教活動、政治活動は禁止とさせて頂きます。また、他のご利用者の療養

の著しい妨げと判断される行為についても、制限させていただく場合がございます。 

・（介護予防）短期入所療養介護の利用に際して施設による送迎をご希望される場合は、

職員の勤務体制や送迎車の都合等の事情により、ご希望の利用日時に沿えない場合が

ございますので、あらかじめご了承下さい。 

 

 

８．非常災害対策 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災報知機、非常警報装置等 

・防災訓練  年 2 回（内 1回は夜間想定で訓練を行います） 

 

 

９．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

・協力医療機関     秩父市立病院      電話：０４９４－２３－０６１１ 

              本庄児玉病院      電話：０４９５－７３－１６１１ 

              本庄駅前病院      電話：０４９５－２２－２１６３ 

・協力歯科医療機関   内田歯科医院      電話：０４９４－２４－４１８４ 
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１０．相談・苦情等の受付 

（介護予防）短期入所療養介護に関する相談、要望、苦情等は、下記窓口までお申し出く

ださい。そのほか、受付に備えつけられた「ご意見箱」もご利用頂けます。 

また、ご利用者の住所地の市区町村、埼玉県国民健康保険団体連合会、埼玉県福祉サービ

ス苦情相談でも相談・苦情を受け付けています。 

 

相談・苦情担当窓口 

担当者：支援相談課   内海巨史       電話：０４９４－２２－７０２６ 

 

市・区・町・村        課    電話：    －   － 

 

埼玉県国民健康保険団体連合会（苦情相談窓口）    電話：０４８－８２４－２５６８ 

 

埼玉県福祉サービス苦情相談（運営適性化委員会連絡先）電話：０４８－８２２－１２４３ 

 

 

１１．連絡方法 

施設から電話をかけた場合、以下の電話番号のいずれかが表示されます。電話の着信拒否

設定をしている方は、設定の変更をお願いします。 

 

電話番号①  ０４９４－２２－７０２６ 

電話番号②  ０４９４－２２－７０２７ 

 

平日夜間と日曜・祝日に電話をかけて頂くと音声案内が流れます。案内に従って番号を押

すと、直接各部署につながります。 

 

１階介護職員・・・・・・・・・・・・・・１０ 

２階介護職員・・・・・・・・・・・・・・２０ 

通所リハビリテーション・・・・・・・・・３０ 

看護職員・・・・・・・・・・・・・・・・６０ 

相談員・介護支援専門員・・・・・・・・・８０ 
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１２．情報広報媒体 

施設はホームページ、フェイスブック、インスタグラム、スレッズ等のソーシャルネット

ワークキングサービスを利用して情報発信を行っています。ぜひご覧ください。また、メー

ルでお知らせサービスにご登録頂ければ、随時施設からご連絡が届きます。別紙利用規約に

ご同意の上、ぜひご登録下さい。 

 

ホームページ         フェイスブック         インスタグラム 

                    

メールでお知らせサービス 
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１３．緊急時の対応方法 

ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、

ご家族に速やかに連絡いたします。 

緊急連絡先①（代理人） 

 氏名  

生年月日           年     月     日 

住所  

電話番号 
 

 

続柄  

緊急連絡先② 

 氏名  

生年月日           年     月     日 

住所  

電話番号 
 

 

続柄  

 

※請求書送付先〔 利用者 ・ ① ・ ② ・ その他（以下に記入） 〕 

氏名  続柄  

住所  

電話番号 
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      年    月    日 

 

（介護予防）短期入所療養介護の利用にあたり、利用者（代理人がいる場合は代理人を含

みます）及び連帯保証人に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明し、同意を

得ました。 

 

事業者 

法 人 名 医療法人社団 明雄会 

法人住所 埼玉県所沢市下富 1270-9 

施 設 名 介護老人保健施設エスポワール秩父 

住  所 埼玉県秩父市寺尾 2744 

理事長名 髙野  覚 

 

説 明 者                  印 

 

 

私は、契約書及び本書面により、施設から（介護予防）短期入所療養介護についての重要

事項の説明を受け、同意しました。 

 

 

利用者 

住所 

 

氏名                   印 

 

 

（代理人）※代理人が親族の場合は親族代表を兼ねる 

 

住所 

 

氏名                   印 

 

 

連帯保証人 

住所 

 

氏名                   印 
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エスポワール秩父 （介護予防）短期入所療養介護（ショートステイ）ご利用者負担額一覧表（1 割負担：2024 年 8 月 1 日から） 

要介護度 

介護保険分（1 割負担分） その他自費分 計 

介護サービス費 

（Ⅰⅲ）基本型 

（カッコ内は個室（Ⅰ

ⅰ）） 

ｻｰﾋﾞｽ提供体

制強化加算

(Ⅰ)￥22 
送迎（選） 

介護職員等処

遇改善加算

（Ⅰ）左記の

7.5% 

市町村民税

課税状況に

よる世帯段

階 

食費 
居住費 

（光熱水費相当） 

（カッコ内は個室） 

日用品費￥200 

教養娯楽費￥170 

洗濯代（選）￥240 

その他加算…生産性向上推進体制加算（Ⅱ）：1

月\10、認知症ケア加算：1 日\76（2F のみ）、療

養食加算：1 食\8、緊急時施設療養費：1 日

\518、個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ：1 回\240、等 

1 日 1 日 往復 1 日 1 日 1 日 1 日 1 週間（7 日） 

要支援１ ¥613  (¥579) ¥22 ¥368 ¥75 (¥73) 

第 1 段階 ¥300 ¥0 (¥550) 

¥610 

¥11,544 (¥15,138) 

第 2 段階 ¥600 ¥430 (¥550) ¥16,654 (¥17,238) 

第 3 段階① ¥1,000 ¥430 (¥1,370) ¥19,454 (¥25,778) 

第 3 段階② ¥1,300 ¥430 (¥1,370) ¥21,554 (¥27,878) 

第 4 段階 ¥1,750 ¥580 (¥1,810) ¥25,754 (¥34,108) 

要支援２ ¥774  (¥726) ¥22 ¥368 ¥87 (¥84) 

第 1 段階 ¥300 ¥0 (¥550) 

¥610 

¥12,756 (¥16,244) 

第 2 段階 ¥600 ¥430 (¥550) ¥17,866 (¥18,344) 

第 3 段階① ¥1,000 ¥430 (¥1,370) ¥20,666 (¥26,884) 

第 3 段階② ¥1,300 ¥430 (¥1,370) ¥22,766 (¥28,984) 

第 4 段階 ¥1,750 ¥580 (¥1,810) ¥26,966 (¥35,214) 

要介護１ ¥830  (¥753) ¥22 ¥368 ¥92 (¥86) 

第 1 段階 ¥300 ¥0 (¥550) 

¥610 

¥13,177 (¥16,447) 

第 2 段階 ¥600 ¥430 (¥550) ¥18,287 (¥18,547) 

第 3 段階① ¥1,000 ¥430 (¥1,370) ¥21,087 (¥27,087) 

第 3 段階② ¥1,300 ¥430 (¥1,370) ¥23,187 (¥29,187) 

第 4 段階 ¥1,750 ¥580 (¥1,810) ¥27,387 (¥35,417) 

要介護２ ¥880  (¥801) ¥22 ¥368 ¥95 (¥89) 

第 1 段階 ¥300 ¥0 (¥550) 

¥610 

¥13,553 (¥16,809) 

第 2 段階 ¥600 ¥430 (¥550) ¥18,663 (¥18,909) 

第 3 段階① ¥1,000 ¥430 (¥1,370) ¥21,463 (¥27,449) 

第 3 段階② ¥1,300 ¥430 (¥1,370) ¥23,563 (¥29,549) 

第 4 段階 ¥1,750 ¥580 (¥1,810) ¥27,763 (¥35,779) 

要介護３ ¥944  (¥864) ¥22 ¥368 ¥100 (¥94) 

第 1 段階 ¥300 ¥0 (¥550) 

¥610 

¥14,035 (¥17,283) 

第 2 段階 ¥600 ¥430 (¥550) ¥19,145 (¥19,383) 

第 3 段階① ¥1,000 ¥430 (¥1,370) ¥21,945 (¥27,923) 

第 3 段階② ¥1,300 ¥430 (¥1,370) ¥24,045 (¥30,023) 

第 4 段階 ¥1,750 ¥580 (¥1,810) ¥28,245 (¥36,253) 

要介護４ ¥997  (¥918) ¥22 ¥368 ¥104 (¥98) 

第 1 段階 ¥300 ¥0 (¥550) 

¥610 

¥14,434 (¥17,689) 

第 2 段階 ¥600 ¥430 (¥550) ¥19,544 (¥19,789) 

第 3 段階① ¥1,000 ¥430 (¥1,370) ¥22,344 (¥28,329) 

第 3 段階② ¥1,300 ¥430 (¥1,370) ¥24,444 (¥30,429) 

第 4 段階 ¥1,750 ¥580 (¥1,810) ¥28,644 (¥36,659) 

要介護５ ¥1,052  (¥971) ¥22 ¥368 ¥108 (¥102) 

第 1 段階 ¥300 ¥0 (¥550) 

¥610 

¥14,847 (¥18,088) 

第 2 段階 ¥600 ¥430 (¥550) ¥19,957 (¥20,188) 

第 3 段階① ¥1,000 ¥430 (¥1,370) ¥22,757 (¥28,728) 

第 3 段階② ¥1,300 ¥430 (¥1,370) ¥24,857 (¥30,828) 

第 4 段階 ¥1,750 ¥580 (¥1,810) ¥29,057 (¥37,058) 

別  紙 
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エスポワール秩父 （介護予防）短期入所療養介護（ショートステイ）ご利用者負担額一覧表（2 割負担の場合、2024 年 8 月 1 日から） 

要介護度 居室 

介護保険分（2 割負担分） その他自費分 計 

介護サービス費 

（Ⅰⅲ）基本型 

サービス提

供体制強化

加算(Ⅰ)￥44 

送迎（選） 

介護職員等処

遇改善加算

（Ⅰ）左記の

7.5% 

食費 

居住費 

（光熱水費相

当） 

日用品費￥200 

教養娯楽費￥170 

洗濯代（選）￥240 

その他加算（一部） 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）：1

月\20、認知症ケア加算：1 日\152

（2F のみ） 

療養食加算：1 食\16、緊急時施設

療養費：1 日\1,036、個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ

ｼｮﾝ：1 回\480、等 

1 日 1 日 往復 1 日 1 日 1 日 1 日 1 週間（7 日） 

要支援１ 
多床室 ¥1,226  

¥44 ¥736 
¥150 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥30,928  

個室 ¥1,158  ¥145 ¥1,810 ¥39,026  

要支援２ 
多床室 ¥1,548  

¥44 ¥736 
¥175 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥33,351  

個室 ¥1,452  ¥167 ¥1,810 ¥41,239  

要介護１ 
多床室 ¥1,660  

¥44 ¥736 
¥183 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥34,194  

個室 ¥1,506  ¥171 ¥1,810 ¥41,645  

要介護２ 
多床室 ¥1,760  

¥44 ¥736 
¥191 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥34,946  

個室 ¥1,602  ¥179 ¥1,810 ¥42,367  

要介護３ 
多床室 ¥1,888  

¥44 ¥736 
¥200 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥35,910  

個室 ¥1,728  ¥188 ¥1,810 ¥43,316  

要介護４ 
多床室 ¥1,994  

¥44 ¥736 
¥208 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥36,707  

個室 ¥1,836  ¥196 ¥1,810 ¥44,128  

要介護５ 
多床室 ¥2,104  

¥44 ¥736 
¥216 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥37,535  

個室 ¥1,942  ¥204 ¥1,810 ¥44,926  
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エスポワール秩父 （介護予防）短期入所療養介護（ショートステイ）ご利用者負担額一覧表（3 割負担の場合、2024 年 8 月 1 日から） 

要介護度 居室 

介護保険分（3 割負担分） その他自費分 計 

介護サービス費 

（Ⅰⅲ）基本型 

サービス提

供体制強化

加算(Ⅰ)

￥66 

送迎（選） 

介護職員等処

遇改善加算

（Ⅰ）左記の

7.5% 

食費 

居住費 

（光熱水費相

当） 

日用品費￥200 

教養娯楽費￥170 

洗濯代（選）￥240 

その他加算（一部） 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）：1

月\30、認知症ケア加算：1 日\228

（2F のみ） 

療養食加算：1 食\24、緊急時施設

療養費：1 日\1,554、個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ

ｼｮﾝ：1 回\720、等 

1 日 1 日 往復 1 日 1 日 1 日 1 日 1 週間（7 日） 

要支援１ 
多床室 ¥1,839  

¥66 ¥1,104 
¥226 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥36,102  

個室 ¥1,737  ¥218 ¥1,810 ¥43,944  

要支援２ 
多床室 ¥2,322  

¥66 ¥1,104 
¥262 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥39,737  

個室 ¥2,178  ¥251 ¥1,810 ¥47,263  

要介護１ 
多床室 ¥2,490  

¥66 ¥1,104 
¥275 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥41,001  

個室 ¥2,259  ¥257 ¥1,810 ¥47,872  

要介護２ 
多床室 ¥2,640  

¥66 ¥1,104 
¥286 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥42,129  

個室 ¥2,403  ¥268 ¥1,810 ¥48,956  

要介護３ 
多床室 ¥2,832  

¥66 ¥1,104 
¥300 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥43,574  

個室 ¥2,592  ¥282 ¥1,810 ¥50,378  

要介護４ 
多床室 ¥2,991  

¥66 ¥1,104 
¥312 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥44,771  

個室 ¥2,754  ¥294 ¥1,810 ¥51,597  

要介護５ 
多床室 ¥3,156  

¥66 ¥1,104 
¥324 

¥1,750 
¥580 

¥610 
¥46,012  

個室 ¥2,913  ¥306 ¥1,810 ¥52,794  
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エスポワール秩父「メールでお知らせ」利用規約 

 

エスポワール秩父（以下、甲と言う）が運営し利用者または契約代理人（以下、乙と言う）に対

して提供する「メールでお知らせ」サービスについて以下の通り定めます。 

 

第１条（目的） 

本サービスは、甲があらかじめ希望があり登録された乙のメールアドレスに対し、甲が必

要と判断した情報を一斉送信します。 

第２条（メールアドレスの登録、管理及び削除） 

甲は、本利用規約に同意した乙から申し出があったメールアドレスを登録し、サービスを

提供します。 

２ 登録できるメールアドレスは、1利用者につき１メールアドレスとし、メールアドレスの所

有者は、利用者または契約代理人のみとします。 

３ 甲は、登録したメールアドレスを、本サービス用の端末にのみ登録し、管理します。 

４ 登録されたメールアドレスは、本サービスの他、連絡困難な場合の連絡等、甲が必要と判

断した場合に使用することがあります。 

５ 甲と乙の間に締結された介護保険制度に関する契約が終了した場合、甲は乙の登録された

メールアドレスを削除します。ただし、契約上の債務が残っている場合は、この限りではな

いものとします。 

第３条（返信） 

甲が本サービスで使用するメールアドレスは送信専用とし、乙は甲の許可や指示がない限

り、本サービスで使用するメールアドレスに返信しないものとします。 

２ 甲は、乙が前項の定めに従わず送信されたメールに対する返答義務は負わないものとしま

す。 

第４条（ブロック設定） 

 乙の使用する端末が、本サービスで使用される甲のメールアドレスをブロックするように

設定されている場合、その設定解除は乙が行うものとします。 

第 5条（通信料） 

  メールサーバーからメールを端末にダウンロードする際に発生する通信料は、乙の負担と

します。 

第 6条（免責） 

  本サービスに起因する全ての事故や損害に対する甲の賠償責任は、全て免責されるものと

します。 

第 7条（その他） 

   甲は、予告なく本サービスを終了することがあります。 

 ２ 本利用規約に定めがないものに関しては、甲乙双方の誠意をもった話し合いの上、定める

ものとします。 

附則 

2024 年 4月 1日施行 

 


